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調 査 の 概 要 

調
査
設
計
等 

◆調査対象 川崎市在住の満 20 歳以上の男女個人 

◆標本数 3,000 標本 

◆標本抽出 住民基本台帳及び外国人登録原票からの 

層化二段無作為抽出 

◆調査方法 郵送法 

◆調査期間 平成 23 年７月 15 日（金）～８月４日（木） 

◆有効回収数 1,452 標本 

◆有効回収率 48.4％ 

調
査
項
目 

１ 東日本大震災への対応について 

２ 節電について 

３ 市役所・区役所等の駐車場の利用について 

４ 住宅用火災警報器の設置について 

５ サービス産業に対する消費について 

 

※ 基数となるべき実数（ｎ）は、設問に対する回答者数である。また、本文中の「百分率」は小数点第２位を四捨五入

しているため、あるいは複数回答のため、数値の合計が 100 にならない場合がある。 

調査回答者の属性 
 
 

 基 数（人） 構成比（％）   基 数（人） 構成比（％） 

１ 男性 595 41.0  １ 川崎区 200 13.8 

２ 女性 840 57.9  ２ 幸区 143 9.8 

 （無回答） 17 1.2  ３ 中原区 230 15.8 

合  計 1,452 100.0  ４ 高津区 223 15.4 

    ５ 宮前区 248 17.1 

    ６ 多摩区 209 14.4 

    ７ 麻生区 182 12.5 

     （無回答） 17 1.2 

    合  計 1,452 100.0 

 
 全体 男性 女性 無回答 
 基 数

（人） 
構成比
（％） 

基 数
（人） 

構成比
（％） 

基 数
（人） 

構成比
（％） 

基 数
（人） 

構成比
（％） 

１ 20歳代 135 9.3 51 8.6 84 10.0 - - 

２ 30歳代 331 22.8 131 22.0 200 23.8 - - 

３ 40歳代 288 19.8 107 18.0 181 21.5 - - 

４ 50歳代 233 16.0 92 15.5 140 16.7 1 5.9 

５ 60歳代 260 17.9 127 21.3 133 15.8 - - 

６ 70歳以上 188 12.9 85 14.3 101 12.0 2 11.8 

 （無回答） 17 1.2 2 0.3 1 0.1 14 82.4 

合  計 1,452 100.0 595 100.0 840 100.0 17 100.0 

１ 性別 
 

２ 居住区別 
 

３ 性／年代別 
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4.9

18.1

3.8

2.6

3.4

15.1

27.9

51.0

57.7

0 10 20 30 40 50 60

無回答

特に準備していない

その他

自宅の耐震補強を実施（検討）した

地域の防災訓練に参加した

家具が倒れないように固定した

災害時の連絡先や集合場所について
家庭内でルールを決めた

非常用の物資の備蓄

水・食料等の備蓄

6.0

32.4

5.5

2.0

3.9

4.6

5.7

7.4

9.4

19.3

33.1

0 10 20 30 40

無回答

特になし

その他

コミュニティＦＭ（かわさきエフエム）

ケーブルテレビ（イッツコム）

電子メール（メールニュースかわさき「防災・気象情報」）

広報車

防災行政無線
（屋外受信機（スピーカー）又は防災テレホンサービス）

携帯電話によるインターネット
（川崎市ホームページ又は川崎市防災気象情報）

パソコンによるインターネット
（川崎市ホームページ又は川崎市防災気象情報）

地上デジタル放送、データ放送（テレビ神奈川）

１  東日本大震災への対応について 

 

１ 東日本大震災を機に地震等の災害に備えて新たに行ったこと  
東日本大震災を機に災害に備えて行ったことを聞いたところ、「水･食料等の備蓄」（57.7％）、「非

常用の物資の備蓄」（51.0％）がそれぞれ５割を超え、高くなっている。次いで、「災害時の連絡先

や集合場所について家庭内でルールを決めた」（27.9％）、「家具が倒れないように固定した」

（15.1％）の順となっている。一方、「特に準備していない」（18.1％）は２割弱となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 東日本大震災の際の災害情報入手手段 
東日本大震災の際の川崎市からの災害情報入手手段を聞いたところ、「地上デジタル放送､データ放

送(テレビ神奈川)」（33.1％）が最も高くなっている。次いで、「パソコンによるインターネット」

（19.3％）、「携帯電話によるインターネット」（9.4％）、「防災行政無線」（7.4％）の順となってい

る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（複数回答）ｎ＝（1,452） 

 

図１ 
 

（％） 

（複数回答）ｎ＝（1,452） 

 

図２ 
 

（％） 
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2.2

0.7

2.8

19.9

21.9

23.7

27.0

32.9

38.8

43.0

45.7

48.1

50.3

58.3

71.1

76.1

79.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

無回答

特になし（節電対策には取り組んでいない）

その他

消費電力の大きい製品は､ピーク時（平日の日中）の使用を避ける

温水洗浄便座はコンセントからプラグを抜いておく

白熱電球を電球型蛍光灯やＬＥＤ電球に交換する

ゴーヤーによる緑のカーテンや“すだれ”、“よしず”などを設置する

節電に大きな効果をもたらす節水について、積極的に取り組む

炊飯器は早朝にﾀｲﾏｰ機能で１日分まとめて炊いて、冷蔵庫に保存する

家電製品を選ぶ際は、省エネ性能が高い製品を選ぶ

温水洗浄便座は便座保温・温水のオフ機能、タイマー機能を活用する

テレビを省エネモードに設定したり、必要なとき以外は消す

機器本体の主電源を切る､使用しない機器のﾌﾟﾗｸﾞを抜き､待機電力を減らす

冷蔵庫の設定を変えたり使い方に気をつける

エアコンは２８℃を目安に設定する

日中は照明を消して、夜間も照明をできるだけ減らす

無理のない範囲でエアコンを消し、扇風機・うちわを使用する

２  節電について 

 

１ 日常生活における節電への意識状況 
日常生活の中で節電について意識しているか聞いたところ、「非常に意識している」（34.0％）と

「ある程度意識している」（61.2％）を合わせた＜意識している＞は９割を超えている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 節電対策のために個人や家庭で現在行っている取り組み 
節電対策のために現在行っている取り組みを聞いたところ、「無理のない範囲でエアコンを消し、

扇風機・うちわを使用する」（79.7％）が最も高くなっている。次いで、「日中は照明を消して、夜

間も照明をできるだけ減らす」（76.1％）、「エアコンは２８℃を目安に設定する」（71.1％）の順と

なっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｎ＝（1,452） 

 

図 3 
 

（％） 

図４ 
 

（複数回答）ｎ＝（1,452） 

 

非常に意識している 
ある程度意識している 

あまり意識していない 
意識していない 

無回答 

＜意識している＞ 

34.0 61.2 

3.0 

1.1 

0.7 

（％） 
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３  市役所・区役所等の駐車場の利用について 

 

１ 市役所・区役所等へ行く際の主な交通手段 
市役所・区役所等への主な交通手段を聞いたところ、「自転車」（27.5％）が最も高くなっている。

次いで、「自動車（会社の車や家族の送迎を含む）」（24.2％）、「徒歩のみ」（15.2％）、「バス」（13.0％）、

「電車」（12.7％）の順となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 市役所・区役所以外の公共施設の駐車場のあり方（有料・無料） 
市役所・区役所以外の公共施設の駐車場のあり方についてどのように考えているか聞いたところ、

「一定の無料時間を設けるのであれば、有料でもかまわない」（62.2％）が 6 割強となっている。「有

料にすべきだと思う」（11.8％）と合わせると、有料を容認する意見は７割を超えている。一方、「無

料が望ましい」（12.1％）は１割強となっている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５ 
 

ｎ＝（1,452） 

 

図６ 
 

3.3 
15.2 

3.2 0.6 0.3 

27.5 24.2 13.0 12.7 
（％） 

徒歩のみ 自転車 
原付･オートバイ 

自動車 
(会社の車や家族の送迎を含む) 

バ ス 電 車 
タクシー その他 

無回答 

有料にすべきだと思う 

一定の無料時間を設けるのであれば、 
有料でもかまわない 

 無料が望ましい 
わからない 

その他 

無回答 

11.8 62.2 12.1 6.1 

2.3 

5.5

  
 

（％） 

ｎ＝（1,452） 
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0.8

10.6

2.7

3.5

23.7

31.7

36.8

52.5

0 10 20 30 40 50 60

無回答

その他

家族や友人等に勧められたから

未設置が原因で火災が延焼拡大した場合に
訴訟になるかもしれないと考えたから

家や財産を火災から守るため

火災による逃げ遅れを防ぐため

入居時から設置されていた

法や条例で義務化されているから

22.7 14.2 23.6 25.4 4.7 9.4

35.7 12.9 24.8 14.9 5.2 6.5

1

2

４  住宅用火災警報器の設置について 

 

１ 住宅用火災警報器の設置 
住宅用火災警報器を設置しているか聞いたところ、「住宅用火災警報器を必要な場所全てに設置し

ている」（35.7％）が 3 割半ばで最も高く、次いで、「自動火災報知設備等（マンションなどに設置）

が設置されている」（24.8％）が２割半ばとなっている。一方、「上記のどれも設置していない」

（14.9％）は１割半ばとなっている。 

前回調査時(平成22年10月)と比較すると、「住宅用火災警報器を必要な場所全てに設置している」

（前回 22.7％）が１割強増えている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*前回調査時と選択肢表記が一部異なる（下記、前回調査時表記） 

*1「住宅用火災警報器を寝室・台所・階段のすべてに設置している」 

*2「住宅用火災警報器を寝室・台所・階段の一部に設置している」 

*3「寝室・台所・階段のどこにも設置していない」 

 
２ 住宅用火災警報器を設置したきっかけ 

住宅用火災警報器を設置したきっかけを聞いたところ、「法や条例で義務化されているから」

（52.5％）が最も高くなっている。次いで、「入居時から設置されていた」（36.8％）、「火災による

逃げ遅れを防ぐため」（31.7％）、「家や財産を火災から守るため」（23.7％）の順になっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７ 

図８ 
 

（複数回答）ｎ＝（706） 

 

今回 [H23.7] 

 ｎ＝（1,452） 

 
前回 [H22.10] 

 ｎ＝（1,580） 

 

住宅用火災警報器を 
必要な場所全てに設置している*１ 

住宅用火災警報器を 
一部に設置している*2 

自動火災報知設備等 
（マンションなどに設置）が 

設置されている 

上記のどれも 
設置していない*3 

わからない 

無回答 

（％） 

（％） 
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0.8
7.6 87.7 4.0

4.2 5.9 85.9 4.0

4.3
4.1

87.7 3.9

6.4
3.9

85.6 4.1

6.7

1.7

87.7 3.9

7.8 25.2 62.7 4.3

8.7 21.8 64.9 4.7

10.6
2.8

82.6 4.1

15.2
3.7

77.3 3.9

20.5 54.7 20.4 4.4

36.1

3.2

56.5 4.1

遊園地、有料の公園

スポーツ施設
(ﾃﾆｽ場やﾌﾟｰﾙ､ｺﾞﾙﾌ場など。ｽﾎﾟｰﾂ教室を除く)

文化教室(ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰや語学教室など)

時計や履物など、日用品の修理

写真現像（ＤＰＥ）、写真撮影

喫茶店

居酒屋、バー、ビヤホール

スポーツ教室・スポーツクラブ
(ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞやﾃﾆｽｽｸｰﾙ、体操教室など)

レンタルＤＶＤ、レンタルＣＤ

レストラン、飲食店
（喫茶店、居酒屋、ﾊﾞｰ､ﾋﾞﾔﾎｰﾙを除く）

クリーニング

５  サービス産業に対する消費について 

 

１ １か月間の市内での消費状況 
サービス産業に対する消費について、１か月間の市内での消費状況を聞いたところ、『全て市内で

消費する』は、「クリーニング」（36.1％）が３割半ばで最も高くなっている。次いで、「レストラン、

飲食店」（20.5％）、「レンタル DVD、レンタル CD」（15.2％）、「スポーツ教室・スポーツクラブ」

（10.6％）の順となっている。 

『全部もしくは一部市外で消費する』は、「レストラン、飲食店」（54.7％）、「喫茶店」（25.2％）、

「居酒屋、バー、ビヤホール、」（21.8％）、「遊園地、有料の公園」（7.6％）などが『全て市内で消

費する』を上回っている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9 
 
 

ｎ＝（1,452） 

 
全て市内で消費する 

全部もしくは 
一部市外で消費する 消費していない 

無回答 

（％） 
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0.3
22.7 73.7 3.3

0.5 2.5
94.3 2.8

0.6
12.7 83.5 3.3

0.9
4.4 91.8 2.9

1.2 3.4
91.7 3.7

2.2 2.7
92.3 2.8

2.5
10.4 83.9 3.2

2.5
15.5 78.4 3.5

6.7 3.8 86.3 3.2

7.4 12.3 76.7 3.6

14.4 13.1 69.1 3.4

26.3 6.4 63.6 3.7

37.7 16.3 42.0 4.0

44.9 22.7 26.6 5.8

宿泊施設（旅館やホテル、保養所など）

競馬・競輪

博物館、水族館、動物園

旅行代理店（国外旅行）

冠婚葬祭施設の使用料

エステティックサロン

旅行代理店（国内旅行）

コンサート、演劇鑑賞、スポーツ観戦

パチンコ、麻雀、ゲームセンター

浴場施設（銭湯やサウナ、温泉、スパなど）

映画鑑賞

床屋、理容院

美容院

医療費（通院や治療など）

２ 半年間の市内での消費状況 
サービス産業に対する消費について、半年間の市内での消費状況を聞いたところ、『全て市内で消

費する』は、「医療費（通院や治療など）」（44.9％）が４割半ばで最も高くなっている。次いで、「美

容院」（37.7％）、「床屋、理容院」（26.3％）、「映画鑑賞」（14.4％）の順となっている。 

『全部もしくは一部市外で消費する』は、「宿泊施設」（22.7％）、「コンサート、演劇鑑賞、スポ

ーツ観戦」（15.5％）、「博物館、水族館、動物園」（12.7％）、「浴場施設（銭湯やサウナ、温泉、ス

パなど）」（12.3％）、「旅行代理店（国内旅行）」（10.4％）などが『全て市内で消費する』を上回っ

ている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１０ 
 

ｎ＝（1,452） 

 

全て市内で消費する 
全部もしくは 

一部市外で消費する 消費していない 

無回答 

（％） 
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